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地区整備計画で定めるもの 
公社興野町住宅内の道路・公園・建物など、建築の制限をまとめた「地区整備計画」を作成します。 

 
（P1地図の青枠  で示す範囲） 

◆地区施設の配置及び規模 

良好な住環境をつくり、地

域の快適性、安全性を高め

るために、公園等の地区施

設（※）を整備します。 

 
※地区施設とは、道路や公園等の 

公共施設を指します。 

地区の特徴を踏まえ、周

辺への日影や圧迫感に配

慮した建物の高さに制限

します。 

周辺環境に配慮するため、道

路境界等から壁面の位置（外

壁又はこれらに代わる柱の

面）までの距離を制限します。 
 

※ただし以下に該当するものは 

除きます。 

・歩行者の安全上設置する庇
ひさし

等 

・軒の高さが３ｍ以下の建築物 

◆建築物の高さの最高限度 

◆建築物の壁面の位置の制限 

◆その他の建築物の制限 

ぺい 

ぺい 

道
路
境
界
等 

壁面の位置の制限以上

の距離とする。 

この区域には建築物

は建てられない 

N 

名称 面積 

公園 1 号 約２,５００㎡ 

広場 1 号 約７１０㎡ 

広場 2 号 約５００㎡ 

広場 3 号 約２５０㎡ 

交流広場 1号 約１,７２０㎡ 

 

高さの  

最高限度 

     ・・・住宅地区 A 
・・・住宅地区 B 
・・・公共公益施設地区 

・・・13m以下 
・・・16m以下 
・・・31m以下 

指定した高さ

以上の建物は

建てられなく

なります。 
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